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立地適正化計画の策定について

上越市都市計画審議会

資料１



都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の概要

2
出典：「改正都市再生特別措置法等について」
（国土交通省都市局都市計画課）



かつての都市構造

全
国
的
に
み
ら
れ
る

都
市
の
変
遷

現在の都市構造 現在のまちづくりを継続した場合

●公共交通沿線に沿って市街地が発展
●中心部に基幹的市街地、郊外は低密度で分散

●人口増加やモータリゼーションの進展に伴い郊外開発により中
心市街地の人口減少が進み、市街地の拡散・低密度化が進行

●市街地が全体的に希薄化、中心市街地からの人口流出が
さらに進行

地方都市では、高齢化が進む中で、市街地が拡散して低密度な市街地を形成

1.都市全体を見渡したマスタープラン
2.都市計画と公共交通の一体化
3.都市計画と民間施設誘導の融合
4.市町村の主体性と都道府県の広域調整
5.市街地空洞化防止のための選択肢
6.時間軸をもったアクションプラン
7.まちづくりへの公的不動産の活用

背 景

全国的な背景から国において都市再生特別措置法の改正(平成26年8月1日施行)

〇都市全体の観点から、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実に関して包括的な計画を作成
〇民間の都市機能への投資や居住を効果的に誘導するための土俵づくり【多極ネットワーク型コンパクトシティ】

立地適正化計画は、住民に最も身近であり、
まちづくりの中核的な担い手である市町村が作成

立
地
適
正
化
計
画
の
意
義
・役
割

このまま
進むと

出典:国土交通省 集約型都市構造の実現に向けて

法律の概要

出典:国土交通省 改正都市再生特別措置法
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立地適正化計画策定の意義・役割



【課題のまとめ】
①市街地における人口密度の低下・高齢化への対応
②地方都市の実情に応じた交通手段の確保
③生活を支える都市機能の維持・確保や拠点間の役割分担

上越市立地適正化計画策定方針

都市計画マスタープランの将来都市構造を立地適正
化計画に反映します

複数の拠点と交通ネットワークによる持続可能な都市
構造の実現に向けた居住誘導区域・都市機能誘導区
域等を策定します

地方都市の実情に応じた多様な移動手段を検討します

方針１

方針2

方針3
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立地適正化計画で定める各種区域の方向性
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立地適正化計画で定める各種区域設定の方向性

居住誘導区域

人口の推進・維持
を図り多様な機能
を配置することで
持続可能な機能を
確保し居住などを
ゆるやかに誘導す
る区域。

都市機能誘導区域

日常生活に必要な医
療・福祉・教育文化、
商業施設などの都市
機能を配置し効率・
快適性のあるサービ
ス水準を必要とする
区域。

市街化区域のなかでも一定
のエリアにおいて適切な人
口密度の維持

公共交通を維持するため沿
線や地方都市の実情を踏ま
えた多様な移動手段で利便
性が高い道路沿線での必要
な居住空間

■拠点性のある人口集積地
■現況で高い人口密度を有
する地域や既に基盤整備
が行われた地域

■公共交通の沿線の地域
■主要な道路沿いで多様な
移動手段があり、効率よ
く暮らせる生活基盤が
整った地域

駅の周辺や地域の拠
点を中心として、日
常生活に必要なサー
ビス水準を維持

拠点の特性や役割に
応じた多様な都市機
能の配置

■都市計画区域で定めた各
拠点の位置づけと役割
を踏襲

■駅や拠点の中心となる施
設から徒歩圏を基本と
した範囲

■各種施設の立地状況や今
後の事業や民間施設整
備等の可能性を勘案

【対応の方向性】

【対応の方向性】

地方都市の実
情に応じた交
通手段の確保

市街地におけ
る人口密度の
低下・高齢化へ
の対応

生活を支える
都市機能の維
持・確保や拠点
間の役割分担

【居住を誘導する区域
の考え方】

【課題】

【課題】

【都市機能を誘導する
区域の考え方】



立地適正化計画における拠点の位置付け
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都市計画マスタープランにおけるまちづくり方針

●拠点の位置づけ

・・・立地適正化計画において拠点として位置づける上越都市計画区域内の拠点



立地適正化計画で定める各種区域のイメージ

各種区域のイメージ
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拡大抑制

拡大抑制

平面的な区域イメージ

◆居住誘導区域
○人口の推進・維持を図り多様な機能を配置することで持続可能な機
能を確保し居住などをゆるやかに誘導する区域

居住誘導区域

市街化調整区域
(調整区域適正化)

居住誘導区域

田園地域

市街地

◆居住区域

市街化区域内で上記以外の区域 （居住誘導区域外）
○今までと同様の区域として居住地、混在地として設定するが原則
政策的な誘導は行わない。

○当該区域において生活に必要な利便施設は配置する。
○高次機能を持つような施設は居住誘導区域に配置をするように誘
導を図っていく。

都市計画区域外

ゆるやかに
誘導

ゆるやかに
誘導

居住区域

居住区域

都市拠点
(都市機能誘導区域・
中心拠点区域)

都市拠点
(都市機能誘導区域・
中心拠点区域)

都市拠点
(都市機能誘導区域・
中心拠点区域)

都市計画区域

市街化調整
区域

田園地域

地域拠点
（都市機能誘導区域・
生活拠点区域）

市街化区域

ゲートウェイ
（都市機能誘導区域・
生活拠点区域）

◆都市機能誘導区域

○日常生活に必要な医療・福祉・教育文化、商業施設などの都市機能
を配置し効率・快適性のあるサービス水準を確保する区域

※各施設はそれぞれ築いてきた地域の特性も踏まえて施設を検討する。



居住誘導区域の設定

居住誘導区域の方向性

人口の推進・維持を図り多様な機能を配置することで持続可能な機能を確保
し居住などをゆるやかに誘導する区域。

面（コンパクト）

線（ネットワーク）

まちなか居住・基盤整備

居住誘導区域設定の
大きな方向

上越市都市計画マスタープラン
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居住誘導区域の設定

【上越市における居住誘導区域を定める区域】

 利便性の高い地域

 拠点性の高い人口集積地域

 現況で高い人口密度を有する地域

 主要道路沿いで多様な移動手段が
あり効率よく暮らせる生活基盤が
整った地域

区域設定の視点 具体的な考え方

 鉄道駅から800mの圏域
 ピーク時運行本数片道３本以上のバス停
から３００mの圏域

 拠点間幹線道路バス停300ｍの圏域（公
共交通政策と連携した圏域）

 昭和55年ＤID地区(人口集中地区)
 すでに高密度の人口集積のある区域
（平成22年人口密度が60人/ha以上）

 土地区画整理事業区域
 １ha以上の大規模宅地開発区域
 良好な居住環境の形成を目的とした地区
計画を定めている地区

 都市再構築戦略事業の区域
（高田・直江津地区）

 既に基盤整備が行われている地域

 一定水準以上の公共交通が徒歩で
利用できる区域

 新たな公共投資を必要としない居住
環境が整った、将来にわたって居住
を促進する区域

 現に人口及び都市機能の集積があり
今後ともこれらの集積を生かして居
住を推進する区域

面（コンパクト）

線（ネットワーク）

基盤整備

居住に適した区域の考え方

 まちなか居住・再生に向けた事業を
計画・実施している区域

まちなか居住
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（１）都市計画運用指針における居住誘導区域設定の考え方（Ⅳ‐1-3-3-（３）-②）

ア  都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の区域

イ
 生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、都市の中心拠点及び生活拠点に立都

市の中心拠点及び地する都市機能の利用圏として一体的である区域

ウ  合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域

（２）居住誘導区域を定める区域の考え方



居住誘導区域の設定

▲利便性の高い公共交通沿線の地域

（３）居住誘導区域を定める区域

【居住に適した地域の考え方】

 利便性の高い地域

鉄道駅から800mの圏域
ピーク時運行本数片道3本以上のバス停から300mの圏域
拠点間幹線道路バス停から300ｍの圏域
（公共交通政策と連携した圏域）

【参考】
 鉄道駅、バス停の徒歩圏域は「都市構造の評価に関す

るハンドブック」を参考にそれぞれ800m、300mに設定
 バス運行本数については、「都市再構築戦略事業」の

「中心拠点区域」設定の要件のひとつであるピーク時運
行本数片道3本以上に設定

一定水準以上の公共交通が徒歩で利用できる区域
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市街化区域内バス停 266箇所
60本/日以上 15箇所
75本/日以上 9箇所

参考：市街化区域内バス停の箇所数



居住誘導区域の設定

（３）居住誘導区域を定める区域

●直江津地区都市再構築戦略事業の区域●高田地区都市再構築戦略事業の区域

【居住に適した地域の考え方】

 利便性の高い地域

まちなか居住・再生に向けた事業を計画・実施している区域

都市再構築戦略事業の区域（高田・直江津地区）
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居住誘導区域の設定

（３）居住誘導区域を定める区域

【居住に適した地域の考え方】

 拠点性の高い人口集積地域
 現況で高い人口密度を有する地域
 既に基盤整備が行われている地域

昭和55年DID地区（人口集中地区）
既に高密度の人口集積のある区域
（平成22年人口密度が60人/ha以上※）

【※参考「第8版都市計画運用指針」】

都市計画運用指針では、住宅用地の人口密度を「土地
利用密度の低い地域であっても１ｈａ当たり60人以上と
することを基本とすることが望ましい。」としている。

現に人口及び都市機能の集積があり今後ともこれらの集積
を生かして居住を推進する区域

▲昭和55年DIDおよび平成22年人口密度が60人/ha以上の区域

●DID面積とDID内人口密度の推移
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（昭和55年）



居住誘導区域の設定

（３）居住誘導区域を定める区域

●地区計画のイメージ

【居住に適した地域の考え方】

 主要道路沿いで多様な移動手段があり効
率よく暮らせる生活基盤が整った地域

土地区画整理事業区域
 1ha以上の大規模宅地開発区域
良好な居住環境の形成を目的とした地区計画を定めている地区

新たな公共投資を必要としない居住環境が整った、将来にわ
たって居住を促進する区域

▲土地区画整理事業区域、1ha以上の大規模宅地開発、地区計画（住居系）
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居住誘導区域の設定

（３）居住誘導区域を定める区域

▲居住誘導区域を定める区域 14

居住誘導区域を定める区域 : 3,873ha
市街化区域面積：4,468ha
（市街化区域面積割合 86.6％）

居住誘導区域
を定める区域

【上越市における居住誘導区域を定める区域】

 利便性の高い地域

 拠点性の高い人口集積地域

 現況で高い人口密度を有する地域

 主要道路沿いで多様な移動手段が
あり効率よく暮らせる生活基盤が
整った地域

区域設定の視点 具体的な考え方

 鉄道駅から800mの圏域
 ピーク時運行本数片道３本以上のバス停
から３００mの圏域

 拠点間幹線道路バス停300ｍの圏域（公
共交通政策と連携した圏域）

 昭和55年ＤID地区(人口集中地区)
 すでに高密度の人口集積のある区域
（平成22年人口密度が60人/ha以上）

 土地区画整理事業区域
 １ha以上の大規模宅地開発区域
 良好な居住環境の形成を目的とした地区
計画を定めている地区

 都市再構築戦略事業の区域
（高田・直江津地区）

 既に基盤整備が行われている地域

 一定水準以上の公共交通が徒歩で
利用できる区域

 新たな公共投資を必要としない居住
環境が整った、将来にわたって居住
を促進する区域

 現に人口及び都市機能の集積があり
今後ともこれらの集積を生かして居
住を推進する区域

面（コンパクト）

線（ネットワーク）

基盤整備

居住に適した区域の考え方

 まちなか居住・再生に向けた事業を
計画・実施している区域

まちなか居住



居住誘導区域の設定

（４）居住誘導区域から除外する区域

居住に適さない地域

■工業系用途地域

■災害の危険性のある地域

■居住制限地域

■未利用地

用途地域のうち、将来的な住宅地
等の開発が見込まれない区域

区域設定の視点 具体的な考え方

特別用途地区、地区計画のうち条
例により住宅の建築が制限されて
いる区域

工業専用地域
工業地域
臨港地区

条例は制定していないが、地区計
画により居住を制限している地区

過去に住宅地化を進めたものの居
住の集積が実現せず、空地等が散
在している区域

将来宅地化の見込みのない2ha以
上の未利用地

災害防止の観点から、含めるべき
ではない区域

土砂災害特別警戒区域

 2ha以上のまとまりのある大規模
施設用地（工場、倉庫、防衛施設
用地、処理場等）

■大規模施設用地

工場、倉庫、防衛施設用地などの
日常生活サービスに寄与しない大
規模施設用地
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居住誘導区域の設定

新潟県HP資料

（４）居住誘導区域から除外する区域

土砂災害特別警戒区域

【居住に適さない地域の考え方】

 災害の危険性のある地域

災害防止の観点から、含めるべきではない区域

新潟県HP資料

▲土砂災害特別警戒区域

【参考：「第8版 都市計画運用指針」】
 ３）次に掲げる区域については、原則として、居住誘導区域に含
まないこととすべきである。
ア土砂災害特別警戒区域
イ津波災害特別警戒区域
ウ災害危険区域（２）イに掲げる区域を除く。）
エ地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項に
規定する地すべり防止区域

オ急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４
年法律第５７ 号）第３条第１項に規定する急傾斜地崩壊危
険区域

16市街化区域内に該当箇所該当なし



居住誘導区域の設定

（４）居住誘導区域から除外する区域

工業専用地域、工業地域、臨港地区

【居住に適さない地域の考え方】

 工業系用途地域

【参考：「第8版都市計画運用指針」】
 ５） 次に掲げる区域を居住誘導区域に含めることについては慎
重に判断を行うことが望ましい。

 ア法第８条第１項第１号に規定する用途地域のうち工業専用地

域、同項第１３号に規定する流通業務地区等、法令により住宅
の建築が制限されている区域

用途地域のうち、将来的な住宅地等の開発が見込まれない
区域

▲工業専用地域、工業地域、臨港地区
17



居住誘導区域の設定

（４）居住誘導区域から除外する区域

条例は制定していないが、地区計画により居住を制限してい
る地区

【居住に適さない地域の考え方】

 居住制限地域

【参考：「第8版 都市計画運用指針」】
 ５） 次に掲げる区域を居住誘導区域に含めることについては慎
重に判断を行うことが望ましい。

 イ法第８条第１項第２号に規定する特別用途地区、同法第１２条

の４第１項第２号に規定する地区計画等のうち、条例により住宅
の建築が制限されている区域

特別用途地区、地区計画のうち条例により住宅の建築が制限
されている区域

▲地区計画（居住制限区域） 18



居住誘導区域の設定

（４）居住誘導区域から除外する区域

将来宅地化の見込みのない2ha以上の未利用地

【居住に適さない地域の考え方】

 未利用地

【参考「第8版 都市計画運用指針」】
 ５）次に掲げる区域を居住誘導区域に含めることにつ

いては慎重に判断を行うことが望ましい。
 ウ過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実

現せず、空地等が散在している区域であって、人口等
の将来見通しを勘案して今後は居住の誘導を図るべ
きではないと市町村が判断する区域

過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地
等が散在している区域

▲将来宅地化の見込みのない2ha以上の未利用地 19
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居住誘導区域の設定

(４）居住誘導区域から除外する区域

 2ha以上のまとまりのある大規模施設用地（工場、倉庫、防
衛施設用地、処理場等）

【居住に適さない地域の考え方】

 大規模施設用地

工場、倉庫、防衛施設用地などの日常生活サービスに寄与し
ない大規模施設用地

▲2ha以上のまとまりのある大規模施設用地



居住誘導区域の設定

（５）居住誘導区域のイメージ

市街化区域

居住誘導区域

鉄道駅800m圏

ピーク時3本以上バス停等
300m圏

S55DID地区（人口集中地
区）・人口集積地

土地区画整理事業区域・１ｈ以
上の大規模開発等

居住に適さない区域
（工業系用途地域等）

2ha以上の
大規模施設用地

一団の区域と
ならない

飛び地状の区域

21
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居住誘導区域（案）

居住誘導区域案

市街化区域面積 4,468ha

居住誘導区域面積 3,305ha

市街化区域面積割合 74％

居住誘導区域内人口密度 41.1 人/ha

居住誘導区域から除外する面積

居住誘導区域から除外する区域：－568ha

居住誘導区域を定める面積：3873ha

【居住誘導区域設定方針】

 利便性の高い地域

 拠点性の高い人口集積地域

 現況で高い人口密度を有す
る地域

 主要道路沿いで多様な移動
手段があり効率よく暮らせ
る生活基盤が整った地域

区域設定の視点 具体的な考え方

鉄道駅から800mの圏域
ピーク時運行本数片道３本以上のバ
ス停から３００mの圏域

拠点間幹線道路バス停300ｍの圏域
（公共交通政策と連携した圏域）

昭和55年ＤID地区(人口集中地区)
すでに高密度の人口集積のある 区
域（平成22年人口密度が60人/ha
以上）

土地区画整理事業区域
１ha以上の大規模宅地開発区域
良好な居住環境の形成を目的と
した地区計画を定めている地区

都市再構築戦略事業の区域
（高田・直江津地区）

 既に基盤整備が行われてい
る地域

一定水準以上の公共交通が徒歩で
利用できる区域

新たな公共投資を必要としない
居住環境が整った、将来にわ
たって居住を促進する区域

現に人口及び都市機能の集積が
あり今後ともこれらの集積を生
かして居住を推進する区域

面（コンパクト）

線（ネットワーク）

基盤整備

居住に適した区域の考え方

まちなか居住・再生に向けた事
業を計画・実施している区域

まちなか居住

居住に適さない地域

■工業系用途地域

■災害の危険性のある地域

■居住制限地域

■未利用地

用途地域のうち、将来的な住宅地
等の開発が見込まれない区域

区域設定の視点 具体的な考え方

特別用途地区、地区計画のうち条
例により住宅の建築が制限されて
いる区域

工業専用地域
工業地域
臨港地区

条例は制定していないが、地区計
画により居住を制限している地区

過去に住宅地化を進めたものの居
住の集積が実現せず、空地等が散
在している区域

将来宅地化の見込みのない2ha以
上の未利用地

災害防止の観点から、含めるべき
ではない区域

土砂災害特別警戒区域

 2ha以上のまとまりのある大規模
施設用地（工場、倉庫、防衛施設
用地、処理場等）

■大規模施設用地

工場、倉庫、防衛施設用地などの
日常生活サービスに寄与しない大
規模施設用地

区域種別
面積
（ha）

土砂災害特別警戒区域 0.58

工業専用地域 238.83

工業地域 131.66

臨港地域 58.73

地区計画により居住を制
限している区域

11.78

2ha以上のまとまりのある
大規模施設用地

52.16

将来宅地化の見込みのな
い２ha以上の未利用地

8.03

一団の区域とならない飛
び地状の区域

66.14

合計 567.8


